
 

 

  

  
  

 

 

  

  
  

 

 

  

  
  

金融グループを巡る環境変化、ITの急速な進展等を踏まえた制度面での手当てを行う 

情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための 
銀行法等の一部を改正する法律の概要 

▸システム管理業務や資産運用業務な

どのグループ内の共通・重複業務につい

て、持株会社による実施を可能とする 

▸共通・重複業務をグループ内子会社

に集約する際の、各子銀行の委託

先管理義務を持株会社に一元化す

ることを可能とする 

共通・重複業務の集約等を 
通じた金融仲介機能の強化 

○ 各金融グループの効率的な業

務運営と金融仲介機能の強化

を図るため、グループ内の共通・

重複業務の集約等を容易化 

持株会社による共通・重複業務の執行 

子会社への業務集約の容易化 

 

 

  

  
  

○ 金融グループの経営管理の

あるべき「形態」はグループごと

に区々であることを前提としつつ、

グループとしての経営管理を十

分に実効的なものとするため、

持株会社等が果たすべき「機

能」を明確化 

金融グループにおける 
経営管理の充実 

▸グループの経営方針の策定及びその  
  適正な実施の確保 

▸グループ内の会社相互の利益相反
の調整 

▸グループの法令遵守体制の整備 

                     等 

▸金融関連IT企業等への出資の

容易化 

ITの進展に伴う 
技術革新への対応 

○ ITの進展を戦略的に取り込

み、金融グループ全体での柔

軟な業務展開を可能とする 

○ ITの進展に対応した、決
済関連サービスの提供の容
易化と利用者保護の確保 

○ 仮想通貨について、G7サ

ミットにおける国際的な要請

等も踏まえ、マネロン・テロ資

金対策及び利用者保護の

ためのルールを整備する 

 

仮想通貨への対応 

▸グループ内の銀行間取引について、

経営の健全性を損なうおそれがない

等の要件を満たす場合は、アームズ・

レングス・ルールの適用を柔軟化する 

グループ内の資金融通の容易化 

▸ICチップを利用したプリペイドカード

における表示義務の履行方法の

合理化 
 

▸プリペイドカード発行者の苦情処

理体制の整備 

等 

▸仮想通貨と法定通貨の交換業

者について、登録制を導入 

登録制の導入 

▸口座開設時における本人確認の

義務付け 等 

マネロン・テロ資金供与対策規制 

▸利用者が預託した金銭・仮想通

貨の分別管理等のルール整備           

                   等 

利用者保護のためのルールの整備 

▸決済関連事務等の受託の容易化 
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